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寒い季節になり、暖房器具を使い始めました。また、大掃除のシーズンです。誤った使

い方などにより、火傷や火事などの大きな事故につながる場合があります。注意点を知り

事故を防ぎましょう。 

 
１ 石油ファンヒーターの近くに置いたスプレー缶が爆発 

スプレー缶を暖房機の上や前など温風が直接あたる所に放置すると、

熱でスプレー缶の内部の圧が上がって爆発することがあり、危険です。                 
 
 
２ 石油ファンヒーターの保護ガードでやけど 

保護ガードの金属の網目の耐熱性繊維が、熱と経年劣化ではがれ、やけどをすることがありま

す。使用前に金属部分がむき出しに なっていないかチェックしてください。 
 
 
 
３ トラッキング現象 

コンセントに差し込んだプラグの周辺に綿ぼこりや湿気などが付着することにより、差込プラ

グの刃の間に電気が流れ、火花放電を繰り返すことで、炭化し、出火する現象をトラッキング現

象といいます。 

① コンセントに差し込んだプラグからの出火 
掃除のときにコンセントをはずして綿ぼこりを拭取りましょう。 
また、トラッキング現象を防止するためのプラグやタップが、各メーカーか

ら多数販売されています。 
 
② 電話線からの出火 

電話線にはごく微弱な電気が流れています。掃除したとき、線と線の間に洗剤が入り込み、

洗剤の水分で電気を通しながら出火する場合もあります。洗剤等を使用した際は、乾いた布な

どで十分ふき取りましょう。 
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街頭で声をかけられる「キャッチセールス」 

    ～化粧品・エステ・アクセサリー・美顔器・絵画など～ 

駅や繁華街の路上でアンケート調査や割引

券をあげると言って呼び止めて、営業所や喫茶

店に連れて行き、商品やサービスを契約させる

のを「キャッチセールス」と言います。おもに

若者に多い被害です。 

相談事例 

 駅前で「無料のネイル券をさしあげます」と

声をかけられて店までついて行きました。無料

券をもらって帰ろうとしたら、肌診断をされて

「今は肉眼では見えていないけれども、肌の状

態が悪く、このままでは大変なことになる。で

も、この美顔器と化粧品を使えば大丈夫。有名

芸能人も使っているものですごく良いもの」と

言われました。 
「学生なので４０万円も払えない」と言うと

「月々１万円ちょっとならアルバイトをすれ

ば払えるでしょう。クレジットを組めば大丈

夫」と言われて３６回払いのクレジット契約を

しました。 
よく考えると高額で、支払っていく自信もあ

りません。解約はできますか。 

 

 

アドバイス 

解約は可能です。キャッチセールスの場合、契

約しても８日以内ならクーリング・オフができ

ます。 

・ 路上で話しかけられても立ち止まらないこと。 
・ 無料につられないこと。 

タダより高いものはありません。 
・ 強引な勧誘にはきっぱり断りましょう。 
・ クレジットは借金です。 
   月々の支払額だけでなく、手数料や支払

総額を把握しましょう。 
 
 

 

      困ったときは早めにご相談を 

すみだ消費者センター 

５６０８－１７７３ 
 

本所警察署  ３６３４－０１１０ 

向島警察署  ３６１６－０１１０ 

消消費費者者セセンンタターー相相談談窓窓口口かからら 

押上駅（Ａ３出口）から、それぞれ徒歩約５分 

交通／東武線業平橋駅、京成線・東京メトロ半蔵門線 

困ったときは早めにご相談を 

すみだ消費者センター相談室 

相談日：月～金曜日 

相談時間：午前９時３０分～正午 

午後 1 時～４時３０分 

なお、電話による相談は、午後４時まで 

相談室専用電話：５６０８－１７７３ 

すみだ消費者センター相談室 

相 談 日：月～土曜日 

＊土曜日は電話相談のみ受け付けています 

相談時間：午前９時３０分～ 

午後４時３０分 

専用電話：５６０８－１７７３ 
＊最初は電話でご相談ください 

所在地：墨田区押上 2－12－7－215 

困ったときは早めにご相談を 




